
佐賀県中小事業者応援金相談センター
　　　　　　　　　☎ 0570-076-670
　（受付時間  9 時～17時（平日のみ））

佐賀県中小事業者
物価高騰対応応援金の
申請を受け付けています

　佐賀県では、原油・原材料・エネルギーの
価格高騰により収益が悪化している中小事業
者に対し、緊急措置として交付する『佐賀県
中小事業者物価高騰対応応援金』の申請を受
け付けています。

■受付期間　令和 4年12月 5 日㈪から
　　　　　　令和 5年 2月 6日㈪まで
■交 付 額
　 1事業者あたり　法人　　　   10万円
　　　　　　　　　個人事業主 7.5万円

■対象事業者　佐賀県内に本社・本店を有
する中小企業者及び県内在住の個人事
業主。一般貨物自動車運送事業者、バ
ス・タクシー事業者で「燃油高騰対応
応援金」の対象となる事業者等は対象
外となる場合がありますので、佐賀県
のホームページをご確認ください。

■対象要件（以下のすべてを満たすこと）
　⑴令和 4 年11月 1 日以前から事業を継

続していること
　⑵年間の売上額が法人10万円以上、

個人7.5万円以上であること。

■申請方法　オンライン申請や申請書
については、佐賀県のホームページ
をご確認ください

商工観光課 商工観光係　☎75-2117
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